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米特許商標局、米商務省 
1995年の文書業務削減法により、有効 OMB管理番号がない収集情報に応じる必要はありません。 

EFSウェブ 2.2.2 

出願データシート 37 CFR 1.76 
代理人整理番号  

出願番号  

発明の名称  

出願データシートは対応する仮又は非仮出願の一部です。以下の書式では、37 CFR 1.76に記載された米特許商標局指定形式で書誌データが配置されています。 

本書は電子的に作成し、電子提出システム(EFS)を使って電子形式で特許商標局へ提出できます。本書を印刷し、ペーパー出願に加えることもできます。 

 
秘密命令 37 CFR 5.2 
□ 本出願データシートに対応する出願の一部又は全部は 37 CFR 5.2による秘密命令に該当することがあります(ペーパー出願者の
み。秘密命令に該当する出願は電子提出できません。) 

 
出願情報:  
出願人 1 

出願人権限     発明者 ○ 35 U.S.C. 117による法定代理人 ○ 35 U.S.C. 118による利害関係者 

敬称 名 ミドルネーム 姓 接尾辞 

     

居住情報(1つ選択)     米国居住    ○ 米国外居住    ○ 現役米国軍人 

市  州/省  居住国  

37 CFR 1.41(b)による市民権  

出願人の郵便住所 

住所 1  

住所 2  

市  州/省  

郵便番号  国  

発明者全員を記載しなければなりません。この書式の中で発明者情報ブロックを追加するには 
[追加]ボタンを選択してください。 

 
通信情報:  
顧客番号を記入するか、下の通信情報セクションを完成させてください。 

詳細については 37 CFR 1.33(a)を参照してください。 

□ 本願の通信情報用アドレスがある。 

顧客番号  

Eメールアドレス   

 
出願情報:  
発明の名称  

代理人整理番号  小規模団体地位の申し立て □ 

出願種別  

主題  

クラス(適宜)  サブクラス(適宜)  

テクノロジーセンター(適宜)  

合計図面数(適宜)  公開図(適宜)  
 

追加 

Eメール追加 Eメール削除 
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出願データシート 37 CFR 1.76 
代理人整理番号  

出願番号  

発明の名称  

 
公開情報:  
□ 早期公開を要請(要請時に料金が求められます、37 CFR 1.219) 

□ 
非公開要請。私はここに、35 U.S.C. 122(b)のもと添付の出願が公開されないことを要請し、且つ添付の出願で開示される
発明が他国で提出される出願の主題にあたらないことを保証し、さもなくば多国間国際協定のもと提出の 18ヵ月後に公開を
要することを保証します。 

 
 
代理人情報:  
出願の代理権を有する全実務者につき代理人情報を提示してください。出願データシートにおける本情報の提供により、出願の代理権が成立

するわけではありません(37 CFR 1.32参照)。 
顧客番号を記入するか、下の代理人名セクションを完成させてください。両セクションに記入がある場合は、顧客番号が代理人情報として処

理されます。 

1つ選択してください:  顧客番号 ○ 米国特許弁護士 ○ 限定承認(37 CFR 11.9) 

顧客番号  

 
 
国内利益/国内段階情報:  
出願人はこのセクションで 35 U.S.C. 119(e)、120、121、又は 365(c)のもと利益を主張するか、PCT 出願からの国内段階移行を指示できま
す。出願データシートにおける本情報の提供により 35 U.S.C. 119(e)又は 120、37 CFR 1.78(a)(2)又は CFR 1.78(a)(4)が定めるリファレンス
が成立し、明細書に組み入れる必要はなくなります。 

先行出願状況    

出願番号 継続種別 先行出願番号 提出日(年－月－日) 

    

この書式の中で国内利益/ナショナルステージデータを追加するには 
[追加]ボタンを選択してください。 

 

 
国外優先権情報:  
出願人はこのセクションで国外優先権の利益を主張し、優先権の主張がなされていない先行外国出願を指定できます。出願データシートにお

ける本情報の提供により 35 U.S.C. 119(b)、37 CFR 1.55(a)が定める優先権の主張が成立します。 

    

出願番号 国
i 特許提出日(年－月－日) 優先権主張 

    する  ○ しない 

この書式の中で国外優先権データを追加するには 
[追加]ボタンを選択してください。 

 

 
譲受人情報:  
出願データシートにおける本情報の提供は、当局における譲渡記録を義務付ける CFR、タイトル 37、第 3編の要件準拠に取って代わるもの
ではありません。 

譲受人 1    

 

削除 

削除 
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出願データシート 37 CFR 1.76 
代理人整理番号  

出願番号  

発明の名称  

 
譲受人が組織の場合はここにチェックマークを記入してください。  □ 

敬称 名 ミドルネーム 姓 接尾辞 

     

郵便住所情報: 

住所 1  

住所 2  

市  州/省  

国
i  郵便番号  

電話番号  ファックス番号  

Eメールアドレス  

この書式の中で譲受人データを追加するには[追加]ボタンを選択してください。  

 
署名:  
37 CFR 1.33及び 1018により出願人か代理人の署名が義務付けられています。署名の形式については 37 CFR 1.44(d)を参照してく
ださい。 

署名  日付(年－月－日)  

名  姓  登録番号  

 
 
 
この情報収集は 37 CFR 1.76により義務付けられており、出願する公衆(ならびにこれを処理する米特許商標局)の便宜を確保するにあたって必要な情報です。機
密保持は 35 U.S.C. 122と 37 CFR 1.14によって規制されます。収集、準備、米特許商標局への完成出願データシート提出を含む収集には推定 23分かかります。
時間は個々のケースに応じて異なります。本書式の完成に要する時間についての意見やこれの省力化に関する提案は、最高情報責任者(Chief Information Officer, 
U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450)へ送付してください。料金や完成書式はこの住所
に送付せず、特許局長(Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450)へ送付してください。 


